
 

 

 

 

「山口県新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料 

支援事業補助金」に関する質疑応答集 
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＜お問い合わせ先＞ 

産業労働部経営金融課 金融支援班 

TEL (083)933-3188  FAX (083)933-3209 



１ 本事業の目的は。 
   

県内中小企業者が、「新型コロナウイルス感染症対応資金」に係る借入金の返済

計画の見直し（以下、条件変更という。）に係る経費負担を軽減し、事業継続に必

要な手元資金の確保を支援する。 

 

２ 本事業の概要は。 

   

令和２年度及び３年度に実施した「新型コロナウイルス感染症対応資金」につい

て、据置期間５年以内、融資期間１０年以内の範囲内で条件変更する場合、山口県

信用保証協会へ追加で支払った信用保証料について、県が補助する。 

 なお、信用保証料については、山口県信用保証協会へ一旦お支払いいただく必要

があり、県からの補助金は、申請受付後、約２か月程度で交付する。 

※申請内容に何らかの確認を必要とする項目や不備がある場合には、交付までに時間を要することがあります 

 
＜信用保証料支援の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 対象となる条件変更の内容は。 

 

○ 原則として、借入から条件変更後の据置期間５年以内、かつ融資期間１０年以内

が対象となります。 

なお、対象となる条件変更・対象とならない条件変更の例は以下のとおり。 

 【対象となる例】 

 ・借入時の据置期間が５年以内であり、 

①据置期間を借入から５年以内に延長する場合 

②据置期間を借入から５年以内に延長し、併せて融資期間を借入から１０年 

以内に延長する場合 

③据置期間を延長せず、融資期間を借入から１０年以内に延長する場合 
 

※借入時に据置期間を設定していなかった、もしくは既に据置期間が終了 

している場合、借入当初から５年以内の範囲で、条件変更時点の残高に 

対して据置期間を設定する際に、本事業の対象となる。 
 

【対象とならない例】 

  ・条件変更後の据置期間が５年を超える場合、又は融資期間が１０年を超える場合 

⑦補助金の交付

　  及び申請状況の報告

①条件変更の申込・手続完了
③交付申請書兼請求書の提出

事業者 金融機関

④交付申請書兼
　請求書の送付

県
山口県

信用保証協会⑤交付申請書兼請求書の送付

⑥交付決定及び
　額の確定を通知



４ 本事業の補助対象期間及び申請期限は。 

 

【補助対象期間】 

令和６年１月１日から令和６年１２月３１日までの条件変更実行分 

【県への補助金申請期限】 

「新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業補助金交付申請書兼請

求書」は令和７年１月 20 日山口県経営金融課に必着 
 

《申請の流れ（令和６年 4 月 1 日以降条件変更実行分）》 

金融機関→山口県信用保証協会→山口県経由で申請（令和７年１月 20日山口県経営金融課必

着）となりますので、お早めに申請手続きをお願いします。 

 

５ 申請様式はどこから入手できるか。 

 

山口県経営金融課ＨＰ

（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16300/kinyuu/hosyouryoushien.html）に掲載。 

 もしくは、各金融機関・山口県信用保証協会 各営業店にお問い合わせください。 

 

６ 当該事業における申請様式の記載例について。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業により、追加の保証料

について補助金の支払いを受けたが、その後、繰上完済等の事由により、返戻保

証料が生じた場合はどのような手続きが必要か。 

 

新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業により、追加の保証料に

ついて補助金の支払いを受けた後、繰上完済等により、返戻保証料が生じた場合は、

様式第２号「山口県新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業補助金

に係る繰上完済等報告書」の提出が必要です。 

  当該様式により、返戻保証料に係る補助金相当額を計算し、後日補助金相当額の

返還を求めます。 

 

＜返戻保証料発生時の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 様式第２号「山口県新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業補

助金に係る繰上完済等報告書」を提出しなかった場合はどうなるか。 

 

繰上完済等により、返戻保証料が生じた場合は、様式第２号「山口県新型コロナ

ウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業補助金に係る繰上完済等報告書」の提

出が必要です。 

  信用保証協会から中小企業者の皆様に保証料の一部が返戻された場合、信用保証

協会から県に対して、連絡をもらうこととしており、後日、金融機関を通じて該当

する中小企業者の皆様に、様式第２号「山口県新型コロナウイルス感染症対応資金

信用保証料支援事業補助金に係る繰上完済等報告書」の提出のお願いの連絡をさせ

ていただきます。 

 

 

 

 

 

 



９ 当該事業における繰上完済等による報告様式の記載例について。 

 

 


